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◎群馬県告示第２５７号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定により、

次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定し、令和６年１１月１日から施行する。 

  令和６年１０月１８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称 区域 存続期間 
禁止に係る特定猟 
具の種類 

韮川第二特定猟具
使用禁止区域 

 伊勢崎市の一部で、韮川左岸の河川管理用道路と
市道（伊）９－４８４号線との交点（恵比寿橋北
詰）を起点とし、同市道を南に進み韮川右岸の河川
管理用道路との交点（恵比寿橋南詰）に至り、これ
から同道路を韮川上流方向へ進み（伊）９－２５２
号線との交点（上蓮橋南詰）に至り、これから同市
道を北東へ進み市道（伊）９―５４５号線との交点
（上蓮橋北詰）に至り、これから同市道を南東へ進
み市道（伊）９－５１３号線との交点に至り、これ
から同市道を南東へ進み市道（伊）９－５１４号線
との交点（新竹橋）に至り、これから同市道を南東
へ進み韮川左岸の河川管理用道路との交点に至り、
これから同道路を韮川下流方向へ進み起点に至る線
で囲まれた一円の区域（５．８ヘクタール） 

永年 銃器 

 
 

 

 

◎群馬県告示第２５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 高崎東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字厚田字
田中１０９６番地先から同
郡同町大字同字橋詰１１８
３番地先まで 

前 １３．０～２０．９ 
１５．３～２２．８ 

１８０．０ 
２１９．３ 

後 １３．０～２０．９ １８０．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第２５９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において


